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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定可能な値の範囲のうち一部を示す目盛と、前記目盛の値に対応付けて基準値を示す
第１の指標と、前記基準値との間に所定の差分を有するずらし値を示す第２の指標とを表
示手段に表示するよう制御する表示制御手段と、
　前記表示手段に対するタッチ操作を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出したタッチ点の移動に応じて、前記第１の指標を、前記表示手段に
表示されている目盛の値の範囲内で、且つ、前記基準値として設定が可能な値の範囲内で
移動させる移動手段と、
　前記検出手段が検出したタッチ点のタッチアップに応じて、前記移動された第１の指標
に対応付けられた前記目盛の値を新たな基準値として取得する取得手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、前記新たな基準値に対するずらし値が、前記検出手段がタッチ点
を検出してから前記タッチ点のタッチアップを検出するまでの間に前記表示手段に表示さ
れていた目盛の値の範囲外となるとき、前記検出手段が検出したタッチ点のタッチアップ
に応じて、前記新たな基準値に対するずらし値を含むように前記表示手段に表示される目
盛の値の範囲を更新するよう制御することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記検出手段がタッチ点を検出してから前記タッチ点のタッチア
ップを検出するまでの間に、前記タッチ点の移動に応じて移動された前記第１の指標に対
応する基準値に対するずらし値が、前記検出手段が前記タッチ点の移動を検出している間
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に前記表示手段に表示されている目盛の値の範囲外となるときには、前記第２の指標を非
表示とすることを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記新たな基準値に対するずらし値が設定可能な最大値または最
小値でない場合には、前記ずらし値よりも外側の値も含むように前記表示手段に表示され
る目盛の値の範囲を更新するよう制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示
制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記検出手段がタッチ点を検出してから前記タッチ点のタッチア
ップを検出するまでの間に、前記タッチ点の移動に応じて移動された前記第１の指標に対
応する基準値に対するずらし値が設定可能な最大値または最小値に達した場合、前記表示
手段に表示されている目盛の端部の表示色を、前記目盛の他の部分の表示色とは異なる色
で表示するよう制御することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の表示制
御装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記検出手段がタッチ点を検出してから前記タッチ点のタッチア
ップを検出するまでの間に、前記タッチ点の移動に応じて移動された前記第１の指標に対
応する基準値に対するずらし値が前記表示手段に表示されている目盛の値の範囲外の状態
が継続して所定時間が経過したときには、前記ずらし値を含むように前記表示手段に表示
される目盛の値の範囲を更新するよう制御することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　撮像手段を更に有し、
　前記基準値は、前記撮像手段による撮影処理に用いられる露出補正値であり、
　前記ずらし値は、前記露出補正値との間に予め設定されたブラケット幅を有するブラケ
ット値であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記第１の指標と前記第２の指標とを識別可能にして前記表示手
段に表示するよう制御することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の表示
制御装置。
【請求項８】
　設定可能な値の範囲のうち一部を示す目盛と、前記目盛の値に対応付けて基準値を示す
第１の指標と、前記基準値との間に所定の差分を有するずらし値を示す第２の指標とを表
示手段に表示する表示ステップと、
　前記表示手段に対するタッチ操作を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで検出したタッチ点の移動に応じて、前記第１の指標を、前記表示手
段に表示されている目盛の値の範囲内で、且つ、前記基準値として設定が可能な値の範囲
内で移動させる移動ステップと、
　前記検出ステップで検出したタッチ点のタッチアップに応じて、前記移動された第１の
指標に対応付けられた前記目盛の値を新たな基準値として取得する取得ステップと、
　前記新たな基準値に対するずらし値が、前記検出ステップでタッチ点を検出してから前
記タッチ点のタッチアップを検出するまでの間に前記表示手段に表示されていた目盛の値
の範囲外となるとき、前記検出ステップで検出したタッチ点のタッチアップに応じて、前
記新たな基準値に対するずらし値を含むように前記表示手段に表示される目盛の値の範囲
を更新するよう制御する制御ステップと、を有することを特徴とする表示制御装置の制御
方法。
【請求項９】
　コンピュータを請求項１乃至７のいずれか１項に記載された表示制御装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
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　コンピュータを請求項１乃至７のいずれか１項に記載された表示制御装置の各手段とし
て機能させるためのプログラムを格納した、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置に関し、特に、基準値と、基準値に対するずらし値とからなる
設定値を設定する際の表示制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラやカメラ機能を搭載したスマートフォン等の携帯端末では、簡単
な撮影だけでなく、露出補正した撮影やホワイトバランスを変化させた撮影等、ユーザの
撮影意図に合わせて撮影条件を変更した撮影が可能となっている。また、露出値を変化さ
せた複数の画像を一度に撮影するオートエクスポージャーブラケット撮影（以下「ＡＥＢ
撮影」という）の機能を有するデジタルカメラ等もある。
【０００３】
　更に、露出補正機能とＡＥＢ撮影機能の併用が可能なデジタルカメラにおいて、これら
の撮影機能を用いた撮影操作を、タッチパネルを用いて行うものが提案されている。例え
ば、露出補正とＡＥＢ等の指標を液晶画面の露出補正表示範囲内に複数表示し、露出補正
表示範囲内を複数回タッチすることで指標の設定値を変更することが可能なデジタルカメ
ラが提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２０５２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の方法では、露出補正のために選択することができる補正範囲、露
出補正の指標及びＡＥＢの指標の全てを、表示パネルの一定の表示範囲内に配置して表示
している。また、露出補正値を変更するために露出補正値の指標を移動させた場合、ＡＥ
Ｂの指標も伴って移動させなければならないが、このときに移動できる範囲も同表示範囲
内に表示している。
【０００６】
　この場合、露出補正で選択可能な補正範囲の幅が広いと、表示できる補正目盛の幅が小
さくなるため、意図した補正値の位置をタッチして指定することが難しくなる。また、表
示パネルが小さい場合も同様に、画面の大きさに比例して補正目盛の幅が小さくなってし
まうため、所望する位置を指定することが難しくなる。
【０００７】
　これに対して、一定の表示領域に設定可能な露出補正値の全てを表示せずに一部の露出
補正値を表示し、選択された露出補正値に応じて表示領域に表示される露出補正値をシフ
トさせることで、表示されていなかった選択可能な露出補正値を表示させる方法がある。
しかし、この場合も、複数の指標の全てを表示パネルの一画面に表示する必要がある。ま
た、表示されていない設定可能な値があるのか否かが分かり難く、表示されていない設定
可能な値を表示させるには、何度もタッチ操作を行わなければならず、操作性がよいもの
とは言い難い。
【０００８】
　本発明は、設定可能な値を示し、表示領域外にまで延びる目盛に対するタッチ操作によ
り基準値とずらし値とを設定する場合に、より少ない操作回数で、より的確に所望の値に
設定できる、操作性に優れた表示制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係る表示制御装置は、設定可能な値の範囲のうち一部を示す目盛と、前記目盛
の値に対応付けて基準値を示す第１の指標と、前記基準値との間に所定の差分を有するず
らし値を示す第２の指標とを表示手段に表示するよう制御する表示制御手段と、前記表示
手段に対するタッチ操作を検出する検出手段と、前記検出手段が検出したタッチ点の移動
に応じて、前記第１の指標を、前記表示手段に表示されている目盛の値の範囲内で、且つ
、前記基準値として設定が可能な値の範囲内で移動させる移動手段と、前記検出手段が検
出したタッチ点のタッチアップに応じて、前記移動された第１の指標に対応付けられた前
記目盛の値を新たな基準値として取得する取得手段と、を備え、前記表示制御手段は、前
記新たな基準値に対するずらし値が、前記検出手段がタッチ点を検出してから前記タッチ
点のタッチアップを検出するまでの間に前記表示手段に表示されていた目盛の値の範囲外
となるとき、前記検出手段が検出したタッチ点のタッチアップに応じて、前記新たな基準
値に対するずらし値を含むように前記表示手段に表示される目盛の値の範囲を更新するよ
う制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、設定可能な値を示し、表示領域外にまで延びる目盛に対するタッチ操
作により基準値とずらし値とを設定する場合に、より少ない操作回数で、より的確に所望
の値に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタルカメラの外観を背面側から見て示す斜視図であ
る。
【図２】図１のデジタルカメラのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】図１のデジタルカメラのディスプレイに表示されるブラケット設定画面の例を示
す図である。
【図４】図１のデジタルカメラの撮影動作のフローチャートである。
【図５】図４のステップＳ４０６の露出補正設定処理のフローチャートである。
【図６】図１のデジタルカメラのディスプレイに表示される露出補正設定画面の表示例と
、タッチ操作による露出補正バーの表示の変化を示す図である。
【図７】図５のステップＳ５１３～Ｓ５１５による、図６（ａ）に示される露出補正バー
の表示更新結果の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、
本発明に係る表示制御装置として、画像を表示可能な表示部を備えるデジタルカメラを取
り上げることとするが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００１３】
　＜デジタルカメラ１００の外観構成＞
　図１は、本発明の実施形態に係るデジタルカメラ１００の外観を背面側から見て示す斜
視図である。デジタルカメラ１００の背面には、画像や各種情報を表示するディスプレイ
１０１と、ユーザによる各種操作を受け付ける各種スイッチやボタン等の操作部材からな
る操作部１０２が設けられている。また、デジタルカメラ１００の背面には、撮影モード
等を切り替えるモード切替スイッチ１０４と、動画ボタン１０５と、回転操作可能なコン
トローラホイール１０３が設けられている。
【００１４】
　ディスプレイ１０１は、例えば、液晶ディスプレイ或いは有機ＥＬディスプレイ等であ
り、タッチパネル１０６が重畳されており、タッチパネル１０６による入力機能を備える
。タッチパネル１０６の構成と機能については後述する。操作部１０２、コントローラホ
イール１０３、モード切替スイッチ１０４及び動画ボタン１０５の機能等の詳細について
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は、図２を参照して後述する。
【００１５】
　デジタルカメラ１００の上面には、撮影指示を行うシャッタボタン１２１と、デジタル
カメラ１００の電源オン／電源オフを切り替える電源スイッチ１２２とが設けられている
。シャッタボタン１２１の機能等の詳細については、図２を参照して後述する。
【００１６】
　接続ケーブル１１１及びコネクタ１１２を介して、外部装置をデジタルカメラ１００の
側面に接続することができるようになっており、デジタルカメラ１００は外部装置に画像
データ（静止画データ、動画データ）を出力することができるようになっている。デジタ
ルカメラ１００の下面には、蓋１３１により開閉可能な記憶媒体スロット（不図示）が設
けられており、記憶媒体スロットに対してメモリカード等の記憶媒体１３０を挿抜するこ
とができるようになっている。
【００１７】
　記憶媒体スロットに格納された記憶媒体１３０は、デジタルカメラ１００の制御部（図
２を参照して説明するシステム制御部２１０）と通信可能である。なお、記憶媒体１３０
は、記憶媒体スロットに対して挿抜可能なメモリカード等に限定されるものではなく、Ｄ
ＶＤ－ＲＷディスク等の光学ディスクやハードディスク等の磁気ディスクであってもよく
、更に、カメラ本体に内蔵されていてもよい。
【００１８】
　＜デジタルカメラ１００のハードウェア構成＞
　図２は、デジタルカメラ１００のハードウェア構成を示すブロック図である。デジタル
カメラ１００は、バリア２０１と、撮像光学系を構成する撮影レンズ２０２と、シャッタ
２０３と、撮像部２０４とを備える。バリア２０１は、撮像光学系を覆うことにより、撮
像光学系の汚れや破損を防止する。撮影レンズ２０２は、ズームレンズ、フォーカスレン
ズを含むレンズ群により構成される。シャッタ２０３は、絞り機能を備え、露光量を調節
する。撮像部２０４は、光学像を電気信号（アナログ信号）に変換する撮像素子であり、
例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳ素子が用いられる。
【００１９】
　デジタルカメラ１００は、Ａ／Ｄ変換器２０５と、画像処理部２０６と、メモリ制御部
２０７と、Ｄ／Ａ変換器２０８と、メモリ２０９と、システム制御部２１０とを備える。
撮像部２０４からＡ／Ｄ変換器２０５へアナログ信号が出力され、Ａ／Ｄ変換器２０５は
、受信したアナログ信号をデジタル信号に変換して、画像処理部２０６又はメモリ制御部
２０７へ出力する。画像処理部２０６は、Ａ／Ｄ変換器２０５から受信するデータ（デジ
タル信号）又はメモリ制御部２０７から受信するデータに対し、所定の画素補間や縮小等
のリサイズ処理、色変換処理等を行う。
【００２０】
　また、画像処理部２０６は撮像した画像の画像データを用いて所定の演算処理を行い、
得られた演算結果を用いてシステム制御部２１０が露光制御や測距制御を行う。例えば、
システム制御部２１０により、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォー
カス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像
処理部２０６では更に、撮像した画像の画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得
られた演算結果に基づいて、システム制御部２１０は、ＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワ
イトバランス）処理を行う。
【００２１】
　Ａ／Ｄ変換器２０５からの出力データは、画像処理部２０６及びメモリ制御部２０７を
介して、或いは、メモリ制御部２０７を介して、メモリ２０９に書き込まれる。メモリ２
０９は、この他にも、ディスプレイ１０１に表示する画像データを格納する。メモリ２０
９は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像、音声データを格納することができる十分
な記憶容量を備えている。また、メモリ２０９は、画像表示用メモリ（ビデオメモリ）を
兼ねている。
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【００２２】
　メモリ２０９に格納されている画像表示用データ（デジタルデータ）は、Ｄ／Ａ変換器
２０８に送信される。Ｄ／Ａ変換器２０８は、受信したデジタルデータをアナログ信号に
変換してディスプレイ１０１に供給し、これにより、ディスプレイ１０１に画像が表示さ
れる。ディスプレイ１０１は、前述の通り、液晶ディスプレイ等の表示器であり、Ｄ／Ａ
変換器２０８からのアナログ信号に基づいて画像を表示する。なお、Ａ／Ｄ変換器２０５
によってデジタル信号に変換されてメモリ２０９に蓄積されるデジタル信号をＤ／Ａ変換
器２０８においてアナログ信号に変換してディスプレイ１０１に逐次転送して表示するこ
とにより、電子ビューファインダ機能を実現することができる。即ち、こうして、スルー
画像表示を行うことができるようになっている。
【００２３】
　デジタルカメラ１００は、不揮発性メモリ２１１と、システムタイマー２１２と、シス
テムメモリ２１３を備える。不揮発性メモリ２１１は、電気的に消去や記憶が可能なメモ
リ、例えば、ＥＥＰ－ＲＯＭ等であり、システム制御部２１０が実行するプログラムや動
作用の定数等が記憶される。システム制御部２１０は、ＣＰＵを備え、ＣＰＵが不揮発性
メモリ２１１に記憶されている各種のプログラムを実行することで、デジタルカメラ１０
０の全体的な動作を制御し、その一例として、後述する図３及び図４に記載のフローチャ
ートに係る処理を実行する。システム制御部２１０が不揮発性メモリ２１１から読み出し
たプログラムや動作用の定数、変数等は、システムメモリ２１３上に展開される。システ
ムメモリ２１３には、ＲＡＭが用いられる。更に、システム制御部２１０は、メモリ２０
９やＤ／Ａ変換器２０８、ディスプレイ１０１等を制御することにより、表示制御を行う
。システムタイマー２１２は、各種の制御に用いる時間や内蔵された時計の時間を計測す
る。
【００２４】
　図２に示される操作部１０２、コントローラホイール１０３、動画ボタン１０５、シャ
ッタボタン１２１、モード切替スイッチ１０４、電源スイッチ１２２は、図１を参照して
説明したものと同じである。
【００２５】
　操作部１０２を構成する各種の操作部材は、ディスプレイ１０１に表示される種々の機
能アイコンの選択等に用いられ、所定の機能アイコンが選択されることにより、場面毎に
、適宜、機能が割り当てられる。即ち、操作部１０２の各操作部材は、各種の機能ボタン
として作用する。機能ボタンとしては、例えば、終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタ
ン、ジャンプボタン、絞込みボタン、属性変更ボタン、ＤＩＳＰボタン等が挙げられる。
例えば、メニューボタンが押下されると、各種の設定を行うためのメニュー画面がディス
プレイ１０１に表示される。ユーザは、ディスプレイ１０１に表示されたメニュー画面と
、上下左右の４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて、直感的に設定操作を行うことがで
きる。
【００２６】
　回転操作が可能な操作部材であるコントローラホイール１０３は、４方向ボタンと共に
選択項目を指示するとき等に使用される。コントローラホイール１０３を回転操作すると
、操作量（回転角度や回転回数等）に応じた電気的なパルス信号が発生する。システム制
御部２１０は、このパルス信号を解析して、デジタルカメラ１００の各部を制御する。な
お、コントローラホイール１０３は、回転操作が検出できる操作部材であればどのような
ものでもよい。例えば、ユーザの回転操作に応じて部材自体が回転してパルス信号を発生
するダイヤル操作部材であってもよい。また、タッチセンサよりなる操作部材で、操作部
材自体は回転せず、操作部材上でのユーザの指の回転動作等を検出する、所謂、タッチホ
イールであってもよい。
【００２７】
　シャッタボタン１２１は、第１スイッチＳＷ１と、第２スイッチＳＷ２とを有する。第
１スイッチＳＷ１は、シャッタボタン１２１の操作途中の半押し状態でＯＮとなり、これ
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により、撮影準備を指示する信号がシステム制御部２１０に送信される。システム制御部
２１０は、第１スイッチＳＷ１がＯＮになった信号を受信すると、ＡＦ処理、ＡＥ処理、
ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作を開始する。
【００２８】
　第２スイッチＳＷ２は、シャッタボタン１２１の操作が完了する全押し状態でＯＮとな
り、これにより、撮影開始を指示する信号がシステム制御部２１０に送信される。システ
ム制御部２１０は、第２スイッチＳＷ２がＯＮになった信号を受信すると、撮像部２０４
からの信号読み出しから記憶媒体１３０への画像データの書き込みまでの一連の撮影動作
を行う。
【００２９】
　モード切替スイッチ１０４は、デジタルカメラ１００の動作モードを、静止画記憶モー
ド、動画記憶モード、再生モード等の各種モードの間で切り替えるためのスイッチである
。静止画記憶モードには、例えば、オート撮影モード、オートシーン判定モード、マニュ
アルモード、撮影シーン別の撮影設定となる各種シーンモード、プログラムＡＥモード、
カスタムモード等がある。なお、シーンモードには、ポートレートモード、ムービーダイ
ジェストモード、オートシャッタモード、夜景モード、風景モード、ナイト＆スナップモ
ード、キッズ＆ペットモード、新緑＆紅葉モード、パーティーモード、スノーモード、ビ
ーチモード、花火モード、水族館モード、水中モード等がある。
【００３０】
　モード切替スイッチ１０４の操作により、静止画撮影モードに含まれるこれらのモード
のいずれかに、直接、切り替えることができる。但し、このような構成に限定されず、例
えば、モード切替スイッチ１０４で静止画撮影モードに切り替えた後に、他の操作部材を
用いて静止画撮影モードに含まれる前出のモードのいずれかに切り替えるようにしてもよ
い。同様に、動画撮影モードにも、複数のモードが含まれていてもよい。
【００３１】
　動画ボタン１０５は、動画撮影の開始と終了をシステム制御部２１０に指示する。動画
開始時には、システム制御部２１０は、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理等の動作を行い
、撮像部２０４からの信号読み出しを行い、メモリ制御部２０７を介して、メモリ２０９
に書き込むと同時に、記憶媒体１３０に動画データを書き込む。動画撮影の終了時には、
メモリ２０９に保存されている残りの動画データが記憶媒体１３０に書き込まれ、動画記
録は終了される。
【００３２】
　デジタルカメラ１００は、電源部２１４と、電源制御部２１５を備える。電源部２１４
は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池、ＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池
等の二次電池、或いは、ＡＣアダプター等であり、電源制御部２１５へ電力を供給する。
電源制御部２１５は、電池検出回路やＤＣ－ＤＣコンバータ、通電ブロックを切り替える
スイッチ回路等により構成されている。電源制御部２１５は、電源部２１４における電池
の装着の有無、電池の種類、電池残量等を検出し、その検出結果及びシステム制御部２１
０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記憶媒体
１３０を含む各部へ供給する。
【００３３】
　デジタルカメラ１００は、記憶媒体１３０が記憶媒体スロット（不図示）に装着された
際に、記憶媒体１３０とシステム制御部２１０との間の通信を可能にするための記憶媒体
Ｉ／Ｆ２１６を備える。記憶媒体１３０の詳細については、図１を参照して既に説明して
いるため、ここでの説明を省略する。
【００３４】
　＜タッチパネル１０６の構成と機能＞
　タッチパネル１０６は、操作部１０２の１つであり、ディスプレイ１０１と一体的に構
成することができる。例えば、光の透過率がディスプレイ１０１の表示を妨げないように
構成されたタッチパネル１０６をディスプレイ１０１の表示面の上層に取り付ける。そし
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て、タッチパネル１０６における入力座標とディスプレイ１０１上の表示座標とを対応付
ける。これにより、あたかも、ユーザがディスプレイ１０１上に表示されたオブジェクト
を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。
【００３５】
　タッチパネル１０６に対しては、概ね、以下の（１）～（５）の操作が可能となってい
る。つまり、システム制御部２１０は、タッチパネル１０６に対する以下の（１）～（５
）のタッチ操作の検出が可能となっている。
【００３６】
　（１）タッチパネル１０６に指（指先）やペン（ペン先）で触れたこと（以下「タッチ
ダウン」という）
　（２）タッチパネル１０６に指やペンが触れている状態であること（以下「タッチオン
」という）
　（３）タッチパネル１０６上を指やペンが触れたまま移動していること（以下「ムーブ
」という）
　（４）タッチパネル１０６に触れていた指やペンをタッチパネル１０６から離したこと
（以下「タッチアップ」という）
　（５）タッチパネル１０６に何も触れていない状態であること（以下「タッチオフ」と
いう）
　以下の説明では、タッチパネル１０６を指で操作するとして説明を行う。これらの操作
によりタッチパネル１０６上で指が触れた位置若しくは離れた位置又は触れている位置の
座標は、内部バスを通じてシステム制御部２１０に通知される。システム制御部２１０は
、通知された情報に基づいてタッチパネル１０６上でどのような操作が行なわれたかを判
定する。なお、ムーブ操作については、タッチパネル１０６上で移動する指が触れている
位置の座標の変化を検出し、タッチパネル１０６上の垂直成分（図１（ａ）の画面縦方向
）と水平成分（図１（ａ）の画面横方向）を判定する。これにより、タッチパネル１０６
上で移動する指の移動方向を求めることができる。
【００３７】
　なお、タッチパネル１０６は、抵抗膜方式や静電容量方式、表面弾性波方式、赤外線方
式、画像認識方式、光センサ方式等の様々な方式のタッチパネルのうち、いずれの方式の
ものを用いてもよい。
【００３８】
　＜デジタルカメラ１００の撮影動作＞
　デジタルカメラ１００では、露出補正とブラケット撮影を併用した撮影が可能である。
ブラケット撮影におけるブラケット幅（ブラケット撮影において基準となる露出補正値（
以下「露出補正基準値」という）とブラケット値との幅）は、図３に示すような、露出補
正値を設定するための画面（以下「露出補正設定画面」という）で設定可能である。設定
された露出補正基準値とブラケット幅（ブラケット値）は、不揮発性メモリ２１１に記憶
される。
【００３９】
　図３は、露出補正設定画面の例を示す図である。図３では、左辺に沿って表示されてい
るアイコンの中から露出補正設定画面を呼び出すためのアイコン３０１が選択されており
、これにより、ブラケット幅を設定するための設定画面３０２が表示されている。図３に
示される目盛のゼロ（０）は、システム制御部２１０が、プログラム線図と測光に応じて
自動的に最適と決定する露出値を示す。図３の例では、デフォルトの設定状態、即ち、露
出補正基準値は、露出補正を行わない値であるゼロ（０）に設定されている。また、露出
補正基準値のゼロ（０）を中心として±１段（マイナスブラケット値、プラスブラケット
値）で露出値を変えた３枚の画像を連続して撮影する設定がなされている。
【００４０】
　図４は、デジタルカメラ１００での撮影動作のフローチャートである。図４に示す各処
理は、システム制御部２１０が不揮発性メモリ２１１に格納されたプログラムをシステム
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メモリ２１３に展開して実行することにより実現される。デジタルカメラ１００が起動し
て撮影モードに切り替えられると、図４の処理が開始される。
【００４１】
　ステップＳ４０１では、システム制御部２１０は、撮像部２０４からの画像データをデ
ィスプレイ１０１に表示するスルー表示を行う。スルー表示は、撮像部２０４が取得して
いる画像（被写体像）を記憶媒体１３０に記録することなく、ほぼリアルタイムの動画と
してディスプレイ１０１に表示するもので、撮影者はスルー表示を見て、画角の確認や撮
影のタイミングを計ることができる。
【００４２】
　続くステップＳ４０２では、システム制御部２１０は、電源制御部２１５を用いて電池
等により構成される電源部２１４の残容量や、記憶媒体１３０の有無や残記憶容量がデジ
タルカメラ１００の動作に問題がないか否かを判定する。システム制御部２１０は、問題
がある場合（Ｓ４０２でＮＯ）、処理をステップＳ４０３へ進め、問題がない場合（Ｓ４
０２でＹＥＳ）、処理をステップＳ４０４へ進める。
【００４３】
　ステップＳ４０３では、システム制御部２１０は、ディスプレイ１０１への警告表示や
音声による警告を行い、その後、処理をステップＳ４０１へ戻す。ステップＳ４０４では
、システム制御部２１０は、スルー表示される画像信号中に人の顔が存在するか否かを検
出する処理（顔検出処理）を行う。人の顔が検出された場合には、システム制御部２１０
は、画像信号中において検出した顔の位置座標、サイズ（幅、高さ）、検出個数、信頼性
係数等を顔情報としてシステムメモリ２１３に記憶する。一方、人の顔が検出されなかっ
た場合には、システム制御部２１０は、システムメモリ２１３内の位置座標、サイズ（幅
、高さ）、検出個数、信頼性係数等にゼロ（０）を設定する。
【００４４】
　続くステップＳ４０５において、システム制御部２１０は、図３を参照して説明した露
出補正設定画面をディスプレイ１０１に表示させる操作（露出補正指示）がなされたか否
かを判定する。露出補正設定画面は、例えば、ディスプレイ１０１に表示されてタッチパ
ネル１０６による操作が可能なタッチボタンや、操作部１０２に含まれる露出補正設定画
面を開くための操作ボタンを押下することで表示させることができる。
【００４５】
　システム制御部２１０は、露出補正指示がなされた場合（Ｓ４０５でＹＥＳ）、処理を
ステップＳ４０６へ進め、露出補正指示がなされていない場合（Ｓ４０５でＮＯ）、処理
をステップＳ４０７へ進める。ステップＳ４０６では、システム制御部２１０は、露出補
正処理を行い、その後、処理をステップＳ４０７へ進める。ステップＳ４０６での露出補
正処理の詳細については、図５を参照して後述する。
【００４６】
　ステップＳ４０７では、システム制御部２１０は、シャッタボタン１２１の第１スイッ
チＳＷ１がＯＮしているか否かを判定する。つまり、システム制御部２１０は、撮影準備
の指示を受け付けたか否かを判定する。システム制御部２１０は、第１スイッチＳＷ１が
ＯＦＦの場合（Ｓ４０７でＮＯ）、処理をステップＳ４０４へ戻し、第１スイッチＳＷ１
がＯＮの場合（Ｓ４０７でＹＥＳ）、処理をステップＳ４０８へ進める。
【００４７】
　ステップＳ４０８では、システム制御部２１０は、撮影準備処理を行う。具体的には、
システム制御部２１０は、測距処理を行って撮影レンズ２０２の焦点を被写体に合わせ（
ＡＦ処理）、測光処理を行って絞り値及びシャッタスピードを決定する（ＡＥ処理）。な
お、測光処理において、必要であればストロボ発光の設定も行われ、ステップＳ４０４に
おいて人の顔が検出されている場合には、検出した顔の範囲で測距を行う顔ＡＦを行うよ
うにすることも可能である。
【００４８】
　露出条件の決定においては、ブラケット撮影が設定されていれば、ステップＳ４０６に
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おいて設定された露出補正値とブラケット幅（マイナスブラケット値、プラスブラケット
値）が反映された露出に決定される。本実施形態のブラケット撮影では、１回の撮影操作
（第２スイッチＳＷ２をＯＮとする操作）により、露出が互いに異なる複数回の連続撮影
（連写）が行われるものとする。即ち、第２スイッチＳＷ２がＯＮされると、露出を露出
補正値、マイナスブラケット値、プラスブラケット値とした３回の撮影が一度に行われる
ものとする。
【００４９】
　但し、１回の撮影操作により１枚の撮影が行われ、その場合には、１回目の撮影操作で
はマイナスブラケット値での撮影を、２回目の撮影操作では露出補正値での撮影を、３回
目の撮影操作ではプラスブラケット値での撮影を行う構成としてもよい。また、ブラケッ
ト撮影での撮影枚数は３枚に限定されるものでない。例えば、±側のそれぞれのブラケッ
ト値を２段で設定して５枚のブラケット撮影を行う構成としてもよいし、±側のそれぞれ
のブラケット値を３段で設定して７枚のブラケット撮影を行う構成としてもよい。また、
露出補正値と、＋側とマイナス側のいずれか一方の１又は複数のブラケット値での撮影に
より、複数枚のブラケット撮影を行うようにしてもよい。
【００５０】
　ステップＳ４０８の処理後のステップＳ４０９，Ｓ４１０では、システム制御部２１０
は、第１スイッチＳＷ１と第２スイッチＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦ状態を判定する。ステップ
Ｓ４０９では、システム制御部２１０は、ステップＳ４０７，Ｓ４１０の判定結果に従っ
て第１スイッチＳＷ１のＯＮ状態から第２スイッチＳＷ２のＯＮ状態に変わったか否かを
判定する。第２スイッチＳＷ２がＯＮされると（Ｓ４０９でＹＥＳ）、システム制御部２
１０は、処理をステップＳ４１１へ進める。第２スイッチＳＷ２がＯＮされていない場合
（Ｓ４０９でＮＯ）、システム制御部２１０は、ステップＳ４１０において、第１スイッ
チＳＷ１のＯＮ状態が維持されているか否かを判定する。第１スイッチＳＷ１のＯＮ状態
が維持されている場合（Ｓ４１０でＹＥＳ）、システム制御部２１０は、処理をステップ
Ｓ４０９へ戻す。第１スイッチＳＷ１のＯＮ状態が維持されていない場合（Ｓ４１０でＮ
Ｏ）、つまり、シャッタボタン１２１の押下が解除された場合、システム制御部２１０は
、処理をステップＳ４０４へ戻す。
【００５１】
　システム制御部２１０は、ステップＳ４１１においてディスプレイ１０１の表示状態を
スルー表示から固定色表示（例えば、黒一色の表示）に設定し、続くステップＳ４１２に
おいて、露光処理と現像処理とを含む撮影処理を実行する。なお、露光処理では、撮像部
２０４とＡ／Ｄ変換器２０５を経て得られた画像データが、画像処理部２０６及びメモリ
制御部２０７を介して、或いはＡ／Ｄ変換器２０５から、直接、メモリ制御部２０７を介
して、メモリ２０９に書き込まれる。そして、メモリ制御部２０７が、必要に応じて画像
処理部２０６を用いて、メモリ２０９に書き込まれた画像データを読み出して、現像処理
に係る各種の画像処理を行う。システム制御部２１０は、ブラケット撮影が設定されてい
る場合は、露出値を自動的に変更して、複数回の撮影を行う。
【００５２】
　その後のステップＳ４１３では、システム制御部２１０は、撮影処理で得られた画像デ
ータのクイックレビュー表示をディスプレイ１０１において行う。クイックレビュー表示
とは、撮影画像の確認のために、被写体の撮影後、記憶媒体１３０への記録前に、予め決
められた時間（レビュー時間）だけ画像データをディスプレイ１０１に表示する処理であ
る。続くステップＳ４１４では、システム制御部２１０は、撮影処理で得られた画像デー
タを画像ファイルとして記憶媒体１３０に対して書き込む（記録処理）。
【００５３】
　続いて、ステップＳ４１５では、システム制御部２１０は、第２スイッチＳＷ２がＯＮ
か否かを判定する。第２スイッチＳＷ２がＯＮでない場合（Ｓ４１５でＮＯ）、つまり、
ユーザがシャッタボタン１２１から指を放す等して全押し状態が解除されている場合、シ
ステム制御部２１０は、処理をステップＳ４１６へ進める。一方、第２スイッチＳＷ２が
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ＯＮの場合（Ｓ４１５でＹＥＳ）、ステップＳ４１５の判定を繰り返し、第２スイッチＳ
Ｗ２がＯＦＦになるのを待つ。この間、クイックレビュー表示を継続させる。即ち、ステ
ップＳ４１４の記録処理が終了した際に、シャッタボタン１２１の押下が解除されて第２
スイッチＳＷ２がＯＦＦになるまで、ディスプレイ１０１におけるクイックレビュー表示
が継続される。これにより、ユーザは、シャッタボタン１２１の全押し状態を継続するこ
とで、クイックレビュー表示を用いた撮影画像データの確認を入念に行うことができる。
【００５４】
　ステップＳ４１６では、システム制御部２１０は、クイックレビュー表示のために予め
定められた最低限のレビュー時間（ミニマムレビュー時間）が経過したか否かを判定する
。システム制御部２１０は、ミニマムレビュー時間が経過していない場合（Ｓ４１６でＮ
Ｏ）、ミニマムレビュー時間が経過するのを待ち、ミニマムレビュー時間が経過すると（
Ｓ４１６でＹＥＳ）、処理をステップＳ４１７へ進める。
【００５５】
　ステップＳ４１７では、システム制御部２１０は、ディスプレイ１０１の表示状態をク
イックレビュー表示からスルー表示に戻す。こうしてディスプレイ１０１の表示がクイッ
クレビュー表示から次の撮影のために撮像部２０４からの画像データを逐次表示するスル
ー表示状態に自動的に切り替わることで、ユーザは、撮影画像データを確認後、次の撮影
動作にスムーズに移行することができる。
【００５６】
　続くステップＳ４１８では、システム制御部２１０は、第１スイッチＳＷ１がＯＮか否
かを判定する。第１スイッチＳＷ１がＯＮの場合（Ｓ４１８でＹＥＳ）、シャッタボタン
１２１の半押し状態が継続している。そのため、システム制御部２１０は、次の撮影に備
えるために処理をステップＳ４０９に戻す。第１スイッチＳＷ１がＯＦＦの場合（Ｓ４１
８でＹＥＳ）、つまり、ユーザがシャッタボタン１２１から指を離した状態となった場合
、システム制御部２１０は、一連の撮影動作を終えて処理をステップＳ４０４へ戻し、撮
影待機状態に戻る。
【００５７】
　＜ステップＳ４０６の露出補正処理＞
　図５は、ステップＳ４０６の露出補正設定処理のフローチャートである。最初に、ステ
ップＳ５０１では、システム制御部２１０は、現在設定されている露出補正値とブラケッ
ト幅に基づいて、ディスプレイ１０１に露出補正設定画面を表示する。
【００５８】
　図６（ａ）は、ディスプレイ１０１に表示される露出補正設定画面の表示例である。な
お、図６（ａ）では、図３に示した各主情報のうち、露出補正の設定、変更操作に関わる
部分のみを示しており、図６（ｂ）及び後述する図７（ａ），（ｂ）についても同様とす
る。
【００５９】
　図６（ａ）の露出補正設定画面では、スルー画像６００に重畳して、露出補正バー６０
１が表示される。露出補正バー６０１上には、目盛６０４が表示され、目盛６０４に対応
付けて、設定されている露出補正基準値の指標６０２が表示される。また、目盛６０４に
対応付けて、露出補正基準値の指標６０２を中心に予め設定されているブラケット幅だけ
離れた値であるマイナス側のブラケット値の指標６０３Ｌと、プラス側のブラケット値の
指標６０３Ｒが表示される。なお、目盛６０４のゼロ（０）は、前述の通り、システム制
御部２１０が、プログラム線図と測光に応じて自動的に最適と決定する露出値である。
【００６０】
　なお、「ブラケット値」は、露出補正基準値から所定値であるブラケット幅だけずらし
た値であるため、以下の説明において、露出補正基準値から所定値だけ露出をずらした値
を設定するときのその値を「ずらし値」と称する。本実施形態では、ブラケット値を最大
で－５～＋５段の範囲（以下「露出設定可能範囲」と称する）で設定することができ、ブ
ラケット幅を露出補正基準値から±２段分の範囲で１／３段刻みで設定できるものとする
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。従って、例えば、ブラケット幅を最大の２段とした場合には、露出補正基準値として設
定可能な値は－３～＋３となり、ブラケット幅を１段とした場合には、露出補正基準値と
して設定可能な値は－４～＋４となる。
【００６１】
　ここで、露出設定可能範囲の全範囲を露出補正バー６０１に表示しようとすると、目盛
６０４が細かくなってしまうため、タッチ操作によって露出補正基準値等を所望の値に設
定する際に細かな操作が強いられることとなり、操作性がよいものではない。そこで、本
実施形態では、露出設定可能範囲の一部の範囲（図６（ａ）の例では、－３・１／３段～
＋３・１／３段の範囲）のみが、露出補正バー６０１に表示されるようにしている。これ
により、目盛６０４の間隔を大きくすることができ、タッチ操作により正確な設定を行え
るようにしている。以下、露出補正バー６０１に一時に表示することができる目盛６０４
範囲を「目盛表示範囲」ということとする。
【００６２】
　図６（ａ）の例では目盛表示範囲は６・２／３段であり、後述するように、６・２／３
段の目盛表示範囲を維持しながら、露出補正バー６０１に表示される目盛６０４の値をシ
フトさせることができるようになっている。図６（ａ）の例では、露出補正基準値はゼロ
（０）、マイナスブラケット値は－１・２／３、プラスブラケット値は＋１・２／３とな
っている。
【００６３】
　ステップＳ５０１の後のステップＳ５０２では、システム制御部２１０は、タッチパネ
ル１０６にタッチダウンが行われたか否かを判定する。システム制御部２１０は、タッチ
ダウンを検出した場合（Ｓ５０２でＹＥＳ）、処理をステップＳ５０３へ進め、タッチダ
ウンを検出しない場合（Ｓ５０２でＮＯ）、処理をステップＳ５１８へ進める。
【００６４】
　ステップＳ５０３では、システム制御部２１０は、タッチダウンによってタッチされた
部分がディスプレイ１０１上に表示された露出補正バー６０１上か否かを判定する。シス
テム制御部２１０は、露出補正バー６０１上にタッチダウンを検出した場合（Ｓ５０３で
ＹＥＳ）、処理をステップＳ５０４へ進め、露出補正バー６０１上ではない領域にタッチ
ダウンを検出した場合（Ｓ５０３でＮＯ）、処理をステップＳ５０５へ進める。
【００６５】
　ステップＳ５０４では、システム制御部２１０は、タッチダウン又はムーブによって、
現在タッチされている露出補正バー６０１上のタッチ点の位置を新たな露出補正基準値の
位置とする。更に、システム制御部２１０は、新たな露出補正基準値から既に設定されて
いるブラケット幅だけ離れたずらし値を算出する。
【００６６】
　なお、本実施形態では、タッチダウン時に露出補正基準値の指標６０２にタッチされて
いなくとも、露出補正バー６０１上へタッチダウンされていれば、露出補正基準値の指標
６０２はタッチダウンされた位置に移動するものとする。例えば、図６（ｂ）に示すよう
に、目盛６０４の－２・１／３の位置にタッチダウンがなされると、露出補正基準値の指
標６０２は、目盛６０４の－２・１／３の位置に移動する。このように、目盛６０４の所
望位置にタッチ（１点でのタッチ、即ち、シングルタッチ）することで、タッチ位置の値
に露出補正基準値を設定することができる。
【００６７】
　ステップＳ５０５では、システム制御部２１０は、タッチアップがあったか否かを判定
する。システム制御部２１０は、タッチアップがない場合（Ｓ５０５でＮＯ）はタッチア
ップされるのを待ち、タッチアップがあると（Ｓ５０５でＹＥＳ）、露出補正処理を終了
し、図４のステップＳ４０７へ進める。
【００６８】
　ステップＳ５０４に続くステップＳ５０６では、システム制御部２１０は、ステップＳ
５０４で算出したずらし値が、露出補正バー６０１に現在表示されている目盛表示範囲内
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の値か否かを判定する。システム制御部２１０は、ずらし値が目盛表示範囲内である場合
（Ｓ５０６でＹＥＳ）、処理をステップＳ５０７へ進め、ずらし値が目盛表示範囲外にな
る場合（Ｓ５０６でＮＯ）、処理をステップＳ５０８へ進める。
【００６９】
　ステップＳ５０７では、システム制御部２１０は、ずらし値が目盛表示範囲内であるた
め、露出補正基準値の指標６０２とブラケット値の指標６０３Ｒ，６０３Ｌを指定された
位置に表示するように処理を行う（範囲内ずらし値指標表示処理）。一方、ステップＳ５
０８では、システム制御部２１０は、ずらし値が目盛表示範囲外であるため、ずらし値の
指標を非表示とするように処理を行う（範囲外ずらし値指標表示処理）。
【００７０】
　図６（ｂ）は、タッチ操作中（タッチオン中）において、ずらし値が目盛表示範囲外で
ある場合の表示例を示す図である。図６（ｂ）では、指先６１０のタッチ位置に露出補正
基準値の指標６０２が表示されている。このとき、露出補正基準値は、－２・１／３であ
るため、ブラケット幅が１・２／３であるとすると、プラス側のずらし値は－２／３、マ
イナス側のずらし値は－４となる。しかし、マイナス側のずらし値の－４は、このときに
は目盛表示範囲外であるため、マイナスブラケット値の指標６０３Ｌは表示されない。こ
のようにマイナスブラケット値の指標６０３Ｌが目盛表示範囲内の左端で止まらずに目盛
表示範囲外へ行くので、ユーザは一度のタッチ操作で露出補正基準値を目盛表示範囲内で
最大限に移動させることができる。つまり、本実施形態では、露出補正基準値の設定が可
能な範囲であり、且つ、一時に表示可能な目盛表示範囲の－３～＋３の範囲で、露出補正
基準値を移動させることができる。このように、ブラケット幅にかかわらず一度のタッチ
操作で露出補正基準値を大きく移動させることができるようにすることで、素早い露出補
正値の設定が可能となる。
【００７１】
　ステップＳ５０７，Ｓ５０８の処理後のステップＳ５０９では、システム制御部２１０
は、タッチ位置（露出補正基準値を示すタッチ位置）がムーブされたか否かを判定する。
タッチ点のムーブを検出した場合（Ｓ５０９でＹＥＳ）、システム制御部２１０は、処理
をステップＳ５０４へ戻し、ムーブ後のタッチ位置に露出補正基準値の指標６０２を移動
させ、移動後の新たな露出補正基準値に基づいてずらし値を求める。一方、システム制御
部２１０は、タッチ点のムーブが検出されない場合（Ｓ５０９でＮＯ）、処理をステップ
Ｓ５１０へ進め、ステップＳ５１０においてタッチ点がタッチアップしたか否かを判定す
る。システム制御部２１０は、タッチアップを検出しない場合（Ｓ５１０でＮＯ）、処理
をステップＳ５０９へ戻し、タッチアップを検出した場合（Ｓ５１０でＹＥＳ）、処理を
ステップＳ５１１へ進める。
【００７２】
　ステップＳ５１１では、システム制御部２１０は、タッチ点がタッチアップした位置の
目盛の値を最終的に新たな露出補正基準値に設定し、この新たな露出補正基準値に対する
ずらし値が表示更新目盛範囲内にあるか否かを判定する。ここでの表示更新目盛範囲とは
、目盛表示範囲の端（目盛６０４の表示端（図６（ｂ）の場合には－３・１／３））及び
目盛表示範囲外（図６（ｂ）の場合には－３・１／３より小さい値））であるものとする
。システム制御部２１０は、表示更新目盛範囲内である場合（Ｓ５１１でＹＥＳ）、処理
をステップＳ５１２へ進める。表示更新目盛範囲内でない場合（Ｓ５１１でＮＯ）、つま
り、ずらし値が現在の目盛表示範囲内の場合、処理をステップＳ５１６へ進める。
【００７３】
　ステップＳ５１２では、システム制御部２１０は、現在のずらし値が設定可能な端の値
であるか否か、具体的には、現在のずらし値が露出設定可能範囲の最大値（ここでは＋５
）又は最小値（ここでは－５）であるか否かを判定する。システム制御部２１０は、現在
のずらし値が最大値又は最小値である場合（Ｓ５１２でＹＥＳ）、処理をステップＳ５１
３へ進め、現在のずらし値が最大値でも最小値でもない場合（Ｓ５１２でＮＯ）、処理を
ステップＳ５１４へ進める。
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【００７４】
　ステップＳ５１３では、システム制御部２１０は、最大値又は最小値となっているずら
し値の指標の表示位置を、目盛表示範囲の端に設定する。一方、ステップＳ５１４では、
システム制御部２１０は、ずらし値の指標の表示位置を目盛表示範囲の端から１目盛（１
／３段）だけ手前（内側）に設定する。つまり、ずらし値の指標の表示位置から端側に１
目盛（１／３段）が表示されるようにする。
【００７５】
　そして、ステップＳ５１３，Ｓ５１４の後のステップＳ５１５では、システム制御部２
１０は、目盛６０４と、ブラケット値の指標６０３Ｒ，６０３Ｌ及び露出補正基準値の指
標６０２の表示を更新する。具体的には、マイナスブラケット値の指標６０３Ｌとプラス
ブラケット値の指標６０３ＲがステップＳ５１３又はステップＳ５１４で設定された位置
に表示されるように、露出補正バー６０１の表示が更新される。また、マイナスブラケッ
ト値の指標６０３Ｌとプラスブラケット値の指標６０３Ｒの設定値が明確となるように、
目盛６０４の目盛表示範囲が更新される。目盛表示範囲の更新では、目盛表示範囲がプラ
ス側（最大値側）とマイナス側（最小値側）のどちらに移動したかがわかるように、目盛
６０４の各目盛が所定速度で順次移動するアニメーション表示される。
【００７６】
　ステップＳ５１３～Ｓ５１５の具体例について、図７を参照して説明する。図７（ａ）
は、ステップＳ５１３，Ｓ５１５による露出補正バー６０１の表示更新結果の例を示す図
である。この場合、マイナス側のずらし値であるマイナスブラケット値が最小値の－５に
なっているため、露出補正バー６０１の目盛６０４の最小値の位置にマイナスブラケット
値の指標６０３Ｌが表示され、目盛表示範囲の端である－５よりも左側には目盛が表示さ
れない。これにより、露出補正基準値の指標６０２とマイナスブラケット値の指標６０３
Ｌを左側にこれ以上移動させる（より値を小さくする）ことはできないということを、ユ
ーザは直感的に把握することができる。
【００７７】
　図７（ｂ）は、ステップＳ５１４，Ｓ５１５による露出補正バー６０１の表示更新結果
の例を示す図である。この場合、マイナス側のずらし値であるマイナスブラケット値は最
小値の－５ではないため、露出補正基準値を更に左側に移動させる（より値を小さくする
）ことができる。そこで、タッチオン中に目盛表示範囲外になって非表示となっていたマ
イナスブラケット値の指標６０３Ｌを、目盛表示範囲の左端（－４・１／３）ではなく、
左端から１つ手前（－４）の位置に表示している。この表示によって、ユーザは、現在の
マイナスブラケット値の指標６０３Ｌの値よりも設定可能なより小さい値があることを認
識することができる。つまり、露出補正基準値の指標６０２とマイナスブラケット値の指
標６０３Ｌをさらに左側に移動させる（値を小さく）ことが可能なことを、ユーザは直感
的に把握することができる。なお、マイナスブラケット値の指標６０３Ｌをさらに左に移
動可能なことがわかればよいので、マイナスブラケット値の指標６０３Ｌは、１つ（１／
３段）手前に限らず、所定数（例えば、２／３段或いは１段）だけ手前に表示するように
してもよい。
【００７８】
　ステップＳ５１５の後のステップＳ５１６では、システム制御部２１０は、指定された
露出補正基準値、ブラケット幅（マイナスブラケット値、プラスブラケット値）をブラケ
ット撮影の撮影条件に設定する（露出補正値設定処理）。続くステップＳ５１７では、シ
ステム制御部２１０は、ユーザが露出補正処理を終了させたか否かを判定する。システム
制御部２１０は、例えば、図３に示した「ＭＥＮＵ」ボタンへのタッチダウンを検出する
と、露出補正処理の終了が指示されたものと判定する。システム制御部２１０は、露出補
正処理の終了が指示されていない場合（Ｓ５１７でＮＯ）、処理をステップＳ５０２へ戻
し、露出補正処理の終了が指示された場合（Ｓ５１７でＹＥＳ）、本処理を終了させ、図
４のステップＳ４０７へ処理を進める。
【００７９】
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　なお、上記実施形態では、露出補正バー６０１に対するタッチダウンにより露出補正基
準値の指標６０２を移動させた。このとき、ブラケット幅を変更したい場合には、例えば
、指標６０２に触れた状態を維持しつつ、表示されているブラケット値に対応する指標に
タッチして、タッチした指標を所望の方向に移動させるムーブ操作を行う操作手法を用い
ることができる。或いは、露出補正バー６０１の目盛方向に所定の間隔で２点での同時タ
ッチを行い、ピンチイン（２点のタッチ点を近づける操作）或いはピンチアウト（２点の
タッチ点を遠ざける操作）が行われると、操作量に応じてブラケット幅が変更されるよう
にしてもよい。さらに、ブラケット幅については、別メニュー画面で設定する構成として
もよい。
【００８０】
　また、上記実施形態では、タッチオン中にずらし値（マイナスブラケット値、プラスブ
ラケット値）が目盛表示範囲外となっても、タッチアップするまでは露出補正バー６０１
の目盛６０４の表示を更新しないものとした。しかし、これに限らず、タッチオン中にず
らし値が目盛表示範囲外となり、タッチオン状態においてずらし値が目盛表示範囲外の状
態が継続して所定時間（例えば、数秒程度）が経過したときには、露出補正バー６０１に
おいて非表示となっているずらし値の方向の値が表示されるように、目盛表示範囲を、順
次、更新してもよい。このとき、目盛表示範囲は移動させても、露出補正基準値の指標６
０２はタッチ位置から移動させないものとする。これにより、１回のタッチ操作で（タッ
チオンを維持することで）、目盛表示範囲を超えた範囲、且つ、設定可能な値の範囲で、
露出補正基準値の指標６０２を移動させることができる。
【００８１】
　本実施形態では、タッチ操作のムーブ中に露出設定可能範囲の最大値（－５）又は最小
値（－５）と露出補正基準値との差がブラケット幅に達すると（ずらし値が最大値又は最
小値に達すると）、露出補正基準値の指標６０２が目盛表示範囲の端に達していなくても
、それ以上は露出補正基準値を移動させることができない。このことをユーザに認識させ
るために、タッチ操作のムーブ中に露出設定可能範囲の最大値又は最小値と露出補正基準
値との差がブラケット幅に達した場合、最大値又は最小値に達したずらし値の方向の露出
補正バー６０１の端部の表示色を他の部分とは異なるように変更することも好ましい。
【００８２】
　更に、上記の実施形態では、本発明を露出補正とブラケット撮影に適用した例について
説明したが、これに限るものではない。本発明は、測光・測距の測定値に基づいて算出さ
れた撮影条件に係る適正設定値を補正する撮影条件補正機能と、補正した撮影条件補正値
を含む複数の設定値で複数コマの撮影を行うオートブラケット機能を利用するための表示
制御装置に対して適用可能である。
【００８３】
　例えば、ストロボ撮影に係る調光補正機能と、調光オートブラケット機能とを利用する
ための表示制御装置に適用可能である。この場合、図６の目盛６０４に、測光に基づいて
システム制御部２１０が算出した適正光量を中心（基準）として、調光補正機能と調光オ
ートブラケット機能を併用した場合に設定可能な光量に係る目盛を刻めばよい。同様に、
シャッタ速度、絞り値、ホワイトバランス、ＩＳＯ感度に係るブラケット撮影を利用する
ための表示制御装置にも本発明を適用することができる。
【００８４】
　また、本発明は、ブラケット撮影を行う撮像装置に限られるものではなく、基準値と、
基準値からの所定の距離（幅）を持って規定されるずらし値とを、タッチパネルを用いて
同時に設定するものであれば、適用が可能である。よって、本発明は、撮像装置の撮影条
件の設定に関するものに限らず、一般的な電子機器で設定されうる様々な基準値とずらし
値の表示制御に適用することができる。
【００８５】
　＜その他の実施形態＞
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
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明に含まれる。さらに、上述した各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００８６】
　例えば、上記説明では、システム制御部２１０が表示制御装置の全体的な制御を行う構
成としたが、装置全体の制御は、このように１つのハードウェアが行ってもよいし、複数
のハードウェアが処理を分担することで行ってもよい。
【００８７】
　また、上記の実施形態では、本発明に係る表示制御装置をデジタルカメラに適用したが
、本発明は、これに限定されず、タッチパネルによる入力操作が可能なディスプレイを備
える各種機器に適用することができる。例えば、本発明は、パーソナルコンピュータやＰ
ＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、デジタルフォトフレーム、ゲーム機、電子
ブックリーダ、ディスプレイ付きプリンタ装置、ディスプレイ付き音楽プレーヤ等に適用
可能である。
【００８８】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００８９】
　１０１　　ディスプレイ
　１０２　　操作部
　１０６　　タッチパネル
　２０４　　撮像部
　２１０　　システム制御部
　６００　　スルー画像
　６０１　　露出補正バー
　６０２　　露出補正基準値の指標
　６０３Ｌ　マイナス側のブラケット値の指標
　６０３Ｒ　プラス側のブラケット値の指標
　６０４　　目盛
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